
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

市⾧の資産公開 事務作業全般
全国市⾧会、神奈川県市⾧会 事務作業全般
神奈川県都市副市⾧会 事務作業全般

派遣職員に関する事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

市⾧及び副市⾧の日程調整 事務作業全般
市⾧の随行 随行

　市⾧及び副市⾧が円滑に市政運営を遂行できる環境を整備します。具体的には、日常の

スケジュール管理、各部課等との連絡調整に加え、政策研究に資する時間の確保や健康管

理に配慮した日程管理を行います。

　また、市⾧会、県副市⾧会及びその他都市関係会議に関しては、各会議に出席するほ

か、各市における行政運営上の課題や先進事例の調査研究及び情報共有、基礎自治体の立

場からの国及び県への要望活動などを行い、団体間の連絡協調を図るとともに、地方自治

制度の充実及び市政の発展を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市⾧及び副市⾧の秘書に関する事務

企画政策部 秘書課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ゆかりのまち等との交流に関する事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

ゆかりのまち等との交流に関する事務

　ゆかりのまち協定を締結している愛知県岡崎市、災害時相互応援協定を締結している⾧

野県佐久市、岐阜県関ケ原町との間では、首⾧を相互に招待し、各市町で催される祭りや

イベント等への参加交流を通じて、両自治体間の信頼関係をより一層強固なものとし、親

密な連携体制を構築しています。本市では、毎年４月に開催する大岡越前祭、７月に開催

する浜降祭等へ招待し相互理解の促進を図ります。

企画政策部 秘書課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

交際費の支出 事務作業全般
交際費のホームページ公開 事務作業全般

　円滑な行政運営のため、対外的に支出される経費が交際費です。社会通念上妥当と認め

られる範囲内で、必要最小限の支出に努めることを基本としており、「交際費支出の標準

例」に基づき適正な支出を行うとともに、支出した交際費については市ホームページで広

く公開し、市政運営の円滑な推進を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

交際費に関する事務

企画政策部 秘書課



なし



1 ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

叙勲・褒賞候補者の上申 事務作業全般
茅ヶ崎市表彰式 イベント開催

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市表彰候補者選定 事務作業全般
茅ヶ崎市表彰審査委員会 審議会

　茅ヶ崎市表彰については、茅ヶ崎市表彰条例に基づき、⾧年にわたり市政の発展や公共

の福祉の増進に貢献された方々を表彰します。市民栄誉表彰、特別表彰については、市に

縁故の深い者で、文化、芸術、スポーツその他の分野において顕著な功績をあげた方を表

彰します。

　また、叙勲及び褒章候補者の推薦事務等の栄典事務を行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

表彰関係事務

企画政策部 秘書課



・茅ヶ崎市名誉市民条例

第１条　この条例は、政治、経済、文化、社会その他地方自治の振興に顕著な貢献をし、

広く市民の敬仰の的となっている者に対してその功績と栄誉をたたえ、もって市民の敬慕

の情をあらわすとともに本市のより高度の興隆に資することを目的とする。

・茅ヶ崎市表彰条例

第１条　この条例は、市政各般にわたって市政の発展若しくは公共の福祉の増進に貢献し

たもの又は広く市民の模範となるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

・茅ヶ崎市民栄誉表彰規則

第2条　市民栄誉表彰は、市民又は市に縁故の深い者で、文化、芸術、スポーツその他の分

野において輝かしい業績を上げ、かつ、広く市民に敬愛され、市民に希望と活力を与えた

と認められる功績の顕著なものに対して行う。

・茅ヶ崎市特別表彰要綱

第2条　市特別表彰は、市民又は市に縁故の深いもので、文化、芸術、スポーツその他の分

野における功績が顕著であると市⾧が特に認めるものに対して行う。

あり



1 ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

秘書課企画政策部

ホノルルミーツ(委員会出席等準備含む)
ホノルルミーツ周知・広報

2月 3月6月

イベント開催
庁外調整・会議
庁外調整・会議
周知・広報

11

月

12

月
1月7月

ホノルル給食

周知・広報
庁外調整・会議

　給食を通じてホノルルの食文化に触れてもらう「ホノルル給食」の実施や姉妹都市を学

ぶ機会として「出張・受け入れ授業」の取り組みなど、子どもたちが姉妹都市ホノルルを

身近に感じ、異文化に興味・関心を持つことで、シビックプライド（まちへの愛着の形

成）の醸成へと繋げます。また、市民や民間団体で構成された姉妹都市交流委員会と市が

連携するなかで、市内における姉妹都市交流推進事業である「ホノルルウィーク」、「ホ

ノルルミーツ」の企画検討・立ち上げから準備・実施までを行います。

※本事業は２０１４年（平成２６年）１０月にハワイ州ホノルル市・郡との間で締結され

た姉妹都市友好協定書に基づいたものです。

出張・受け入れ授業の検討・実施
ホノルルウィーク(委員会出席等準備含む)
ホノルルウィーク周知・広報

8月 9月
10

月
4月 5月

市内における姉妹都市交流推進事業



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

アロハマーケット周知・広報 周知・広報
アロハマーケット教育プログラム 庁外調整・会議

アロハビズ普及啓発活動 周知・広報
アロハマーケット(委員会出席等準備含む) 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

アロハマーケット関連事業

　エアコンの利用を控え、「窓を開け、風を感じる」環境にやさしい街を目指す、茅ヶ崎

アロハ事業の一環として、茅ヶ崎アロハ実行委員会と市が共催で「茅ヶ崎アロハマーケッ

ト」を開催します。「茅ヶ崎にいながらハワイを感じるイベント」をキャッチコピーに

茅ヶ崎とハワイ文化の融合から商業活性化を目指すとともに、姉妹都市交流の一層の促進

を図ります。また、イベント終了後には、子どもたちが国際感覚に触れ、異文化に対する

興味や関心を持つきっかけとなることを目的とし、出展・出演したハワイゲストと市内小

学校との教育プログラム（交流授業）の企画検討・立ち上げから準備・実施までを行いま

す。

※本事業は２０１４年（平成２６年）１０月にハワイ州ホノルル市・郡との間で締結され

た姉妹都市友好協定書に基づいたものです。

企画政策部 秘書課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

青少年海外派遣事業(委員会出席等準備含む) 庁外調整・会議
青少年海外事業周知・広報 周知・広報
青少年海外派遣員研修（事前・事後） 市民等向け研修・講座

第２弾市民ツアー(委員会出席等準備含む) 庁外調整・会議
第２弾市民ツアー周知・広報 周知・広報
ホノルルフェスティバル(委員会出席等準備含む) 庁外調整・会議

第１弾市民ツアー(委員会出席等準備含む) 庁外調整・会議
第１弾市民ツアー周知・広報 周知・広報

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

ホノルル市・郡との姉妹都市交流事業

　市民や民間団体で構成された委員会と市が連携するなかで、ホノルル市・郡との姉妹都

市交流事業として、「市民ツアー」、「ホノルルフェスティバルへのブース出展・ステー

ジ演出・パレード参加」、「市内小学校４・５年生を対象とした青少年海外派遣事業」の

企画検討・立ち上げから準備・実施までを行います。

※本事業は２０１４年（平成２６年）１０月にハワイ州ホノルル市・郡との間で締結され

た姉妹都市友好協定書に基づいたものです。

企画政策部 秘書課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ご挨拶及びお礼状等作成 事務作業全般
企業版ふるさと納税の確保に向けた検討・実施 事務作業全般
姉妹都市交流基金への寄附事業 事務作業全般

民間ベースでの交流の支援（各種交流事業補助金事業） 事務作業全般
姉妹都市交流特命大使との調整事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

ホノルル市・郡との姉妹都市交流事業に関する調整事務

　民間ベースで行われている様々な分野における交流への支援のほか、現地ホノルル在住

の姉妹都市交流特命大使を通じて、交流を推進するための調整事務を随時行います。ま

た、継続性のある姉妹都市交流の実現に向け、様々な手法による財源確保に取り組みま

す。

※本事業は２０１４年（平成２６年）１０月にハワイ州ホノルル市・郡との間で締結され

た姉妹都市友好協定書に基づいたものです。

企画政策部 秘書課



なし


